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健康福祉部機構図　　（令和８年４月１日現在） （注）グレーの所属は福祉事務所を兼ねる。
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【福祉政策課】 

1 課の事務概要 

福祉政策係 

（1）福祉施策の総合企画及び総合調整に関すること。 

（2）大津市社会福祉審議会に関すること。 

（3）社会福祉統計に関すること。 

（4）民生委員及び児童委員に関すること。 

（5）戦傷病者及び戦没者の遺族等の援護に関すること。 

（6）災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた災害に係る業務その他罹災者支援に関すること

(他課の分掌事務に属するものを除く。)。 

（7）災害対策基本法（昭和36年法律第233号）の規定による避難行動要支援者名簿の管理に関すること。 

（8）部内の事務事業に係る調整及び連絡に関すること。 

（9）公印の保管に関すること。 

（10）課及び重層的支援推進室の一般庶務に関すること。 

 

地域福祉係 

（1）地域福祉活動の推進に関すること。 

（2）社会福祉法人大津市社会福祉協議会との連絡調整に関すること。 

（3）成年後見制度利用支援に関すること。 

（4） 生活困窮者自立支援法（平成25年法律第105号）に関すること(他課の分掌事務に属するものを除く。)。 

（5）更生保護団体との連絡調整に関すること。 

（6）無料低額宿泊所及び無料低額診療事業に関すること。 

（7）ふれあいプラザの指定管理者による管理に関すること。 
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重層的支援推進室 

（1）社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づく重層的支援体制の整備に係る施策の企画及び総合調整に

関すること。 

（2）多機関協働事業の実施に関すること。 

 

項   目 内          容 

2 昨年度に実施された調査委

託事業等でその成果を報告

すべきと思われるもの 

特になし 

3 今年度の主な事業の中で報

告すべきと思われるもの 

1 大津市社会福祉審議会の開催（委員数：47人） 

（1）大津市社会福祉審議会の開催  令和 8年 4月 24日（金） 

（2）専門分科会の開催（必要に応じて開催） 

・民生委員審査専門分科会 

・障害者福祉専門分科会 

 ・児童福祉専門分科会 

 ・高齢者福祉専門分科会 

 ・地域福祉専門分科会 

 

2 地域福祉活動推進事業                              6,352 千円 

大津市社会福祉審議会地域福祉専門分科会開催経費 

第 5次大津市地域福祉計画・第 7次大津市社会福祉協議会地域福祉活動計画策定

経費 等 

 

3 戦傷病者戦没者遺族等援護事務             840 千円     

（1）戦没者の遺族に対する特別弔慰金について 
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   戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき、国として改めて弔意の

意を表すため、特別弔慰金が継続支給されることとなり、当課においては請求

にかかる県への進達を行っている。 

   ・戦没者の遺族に対する特別弔慰金（第 12回特別弔慰金「い」号） 

     請求期間  令和 7年 4月 1日から令和 10年 3月 31日    

     額面    27.5万円（5年償還の記名国債） 

 

4 生活困窮者自立支援事業               73,956 千円     

平成 27年 4月 1日施行の生活困窮者自立支援法に基づき、生活保護に至る前の

段階の自立支援策の強化を図るため、生活困窮者に対し自立相談支援事業等を行

っている（委託先：社会福祉法人大津市社会福祉協議会等）。 

 

（1）自立相談支援事業 

  生活困窮者からの相談を受け、抱えている課題の解決に向けた自立支援計画

を策定し、困窮状態からの早期自立を支援している。また、他機関とのネット

ワークを形成するとともに、同行相談や、信頼関係の構築といった本人へのア

ウトリーチを主体に、支援に時間が必要な方に対して、より丁寧な支援を行っ

ている。 

 

（2）就労準備支援事業 

  複合的な課題を抱え、直ちに就労が困難な方に対し課題把握や支援方針を決

定するためのプログラムを作成し、個々の状況に応じた支援（日常生活・社会

生活・就労自立支援）を行っている。 
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（3）家計改善支援事業 

  生活困窮者とともに家計の状況を明らかにして、生活の再生に向けた意欲を

引き出し、必要な情報提供や専門的な助言・指導等を行うことで、相談者自身

の家計管理能力を高め、早期自立を支援している。 

 

（4）子どもの学習・生活支援事業 

  各地域での子どもの学習機会の提供及び居場所づくりを行うことで、子ども

の社会的自立を促す学習支援を行っている。 

 

（5）地域づくり事業 

  生活困窮者と地域とのつながりづくりのために、社会参加や交流を目的とし

た居場所としてサロンの開催や、地域住民への情報発信として地域が主催する

福祉のまちづくり講座等を行っている。 

 

5 成年後見制度利用支援事業              26,942 千円     

 成年後見制度の利用が困難な認知症高齢者等の権利を擁護するために、市長に

よる審判の請求を行うとともに、低所得の高齢者及び障害者に対して成年後見制

度の利用に係る後見報酬の助成を行っている。 

 また、「大津市権利擁護サポートセンター」を明日都浜大津に設置して専門的な

対応が求められる相談業務等を実施しており、地域連携ネットワークのコーディ

ネート等を担う中核機関としての機能を担っている（委託先：認定特定非営利活

動法人 あさがお）。 

 

6 住民税非課税世帯等エアコン購入費補助事業      15,814 千円 

（うち令和 8年度繰越額  15,627 千円） 
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 国の重点支援地方交付金を活用した物価高対策として、令和７年度の住民税非

課税世帯を対象に、購入・設置に要した経費の 2分の 1（1世帯当たり上限 5万

円）を補助する。 

 

7 重層的支援体制整備事業               5,301 千円     

地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応するため、様々な関係機関に

よる連携体制の構築を目的に、重層的支援体制整備事業に取り組んでいる。令和

5年度から令和 7年度までの 3 年間で移行準備事業を進めてきたところであり、

令和 8年度から本格実施を行う。 

 

（1）包括的相談支援事業 

  各所属の相談窓口において、市民から寄せられる相談について、他所属の相

談であってもまずは受け止め、適切なところにつなぐ対応を行っており、その

ための取組として、新任職員等を対象に、各所属の業務やつなぐことについて

理解するための研修を実施している。 

 

（2）多機関協働事業 

  各所属の相談窓口において受けた相談のうち、複雑化・複合化した課題を抱

え、対応が困難なものについては、重層的支援推進室に相談をつなぎ、室にお

いて多様な関係機関に呼び掛けて会議を開催し、情報共有や支援の役割分担、

支援目標の設定・共有などを行っている。 

  

（3）アウトリーチ等を通じた継続的支援事業 

  他のアウトリーチ等の対象となりづらい、ひきこもり等により社会とのつな

がりが希薄となっている方に対し、訪問等による支援を重ねることで関係を構
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築し、社会参加につなげることを目的に行っている（委託先：社会福祉法人 

大津市社会福祉協議会）。 

 

（4）参加支援事業 

  アウトリーチ等を通じた継続的支援において関係を構築した方などに対し、

ニーズを把握した上で適切な社会資源へのつなぎや、つながった後に定着する

ための伴走支援を行っている（委託先：社会福祉法人大津市社会福祉協議会）。 

また、就労を希望するものの、社会復帰のための生活訓練が必要な方のう

ち、他事業の対象となりづらい方に対する就労訓練事業の準備を進めている。  

 

（5）地域づくり事業 

  高齢・障害・子ども・生活困窮の各分野において実施している事業を活用

し、既存分野の対象とならない方でも必要な場合は利用できる仕組みを整える

ことや、地域と協働して地域に合った属性を問わずに参加できる仕組みづくり

に取り組んでいく。 

 

4  今年度においてパブリック

コメントの手続きを執るこ

とを予定している計画 

 

1 第 5次大津市地域福祉計画・第 7次大津市社会福祉協議会地域福祉活動計画 

（パブリックコメント実施予定時期：令和 8年 12月頃） 

 

5 当面する課題、懸案事項で

報告すべきと思われるもの 

１ 民生委員の担い手不足について 

 令和 7年度一斉改選において、選任が困難な地区があり、全体で定数を 30人下

回った。令和 8年 4月 1日現在では 21人の欠員がある。令和 7年度の一斉改選に

おいて、大津市民生委員児童委員協議会連合会及び大津市社会福祉協議会と協働

して民生委員の担い手不足解消に向けた取組を進めた。令和 10年度の一斉改選に
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向けても、協働で進めていく必要があり、引き続き、担い手不足解消に向けて努

めていく。 

6 その他、特に報告すべきと

思われるもの 

1 第 5次大津市地域福祉計画・第 7次大津市社会福祉協議会地域福祉活動計画策

定                   

 現計画の計画期間が令和 8 年度末までであるため、令和 9 年度から 13 年度まで

の 5年間を計画期間とする次期計画を策定する。なお、次期計画には、重層的支援

体制整備事業実施計画、再犯防止推進計画及び成年後見制度利用促進計画を包含し

て策定する。 
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【福祉指導監査課】 

1 課の事務概要 

(1) 社会福祉法人の指導監査に関すること。 

(2) 社会福祉施設の指導監査に関すること。 

(3) 社会福祉法人の設立の認可、定款の変更の認可等に関すること。 

(4) 社会福祉法人の設立及び社会福祉施設等の整備に係る審査会に関すること。 

(5)  社会福祉連携推進法人の指導監査に関すること。 

(6)  社会福祉連携推進法人の認定、定款の変更の認可等に関すること。 

(7) 社会福祉充実計画の承認に関すること。 

(8) 保育所及び認定こども園の利用者処遇の指導監査に関すること。 

(9) 指定居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定介護老人福祉

施設の指定等に関すること。 

(10) 介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者の指定等に関すること。 

(11) 指定居宅サービス事業者等の指導及び監査に関すること。 

(12) 指定障害福祉サービス事業者等の指定等に関すること。 

(13) 指定障害福祉サービス事業者等の指導及び監査に関すること。 

(14) 有料老人ホームの届出に関すること。 

(15) 有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅（住宅政策課の所管に属するものを除く。）の立入検 

査に関すること。 

(16) 課の一般庶務に関すること。 
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項   目 内          容 

2 昨年度に実施された調査委

託事業等でその成果を報告

すべきと思われるもの 

特になし 

3 今年度の主な事業の中で報

告すべきと思われるもの 

1 指導監査・事業所管理事業               7,506千円     

（1）社会福祉法人及び社会福祉施設等の指導監査  

  ①対象法人及び施設数 

  （ア）社会福祉法人   24法人 

  （イ）社会福祉施設等  100 施設（うち 12施設は書面監査） 

    （うち老人福祉施設 9、児童福祉施設 64、幼保連携型認定こども園 27） 

②指導監査内容  管理運営、会計・経理、利用者処遇（給食含む） 

             

（2）介護及び障害福祉サービス事業者等の指定等 

市内の介護及び障害福祉サービス事業者等の指定（新規・更新）に係る審査並

びに事業所の各変更届及び各種加算に係る届の受理 

 

（3）介護及び障害福祉サービス事業者等の指導 

①運営指導等対象事業所 

（ア）指定居宅サービス事業者等   151事業所 

（イ）指定障害福祉サービス事業者等 112事業所 

   （ウ）有料老人ホーム         8事業所 

（エ）サービス付き高齢者向け住宅   6事業所 

②指導内容  

 運営基準、報酬請求 
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4  今年度においてパブリック

コメントの手続きを執るこ

とを予定している計画 

 

特になし 

5 当面する課題、懸案事項で

報告すべきと思われるもの 

1 令和 9年度報酬改定について 

今年度は、令和 9年度報酬改定に伴う国の基準省令の改正が予定されているた

め、本市の介護、障害に係る基準条例を改正する必要があるが、国の基準省令が

示される時期によっては事務が短期間に集中するおそれがあることから、通常の

運営指導業務等に影響が生じないよう、計画的に遂行していく。  

また、改定内容について、集団指導等の機会を通じ、事業者に分かりやすいよ

う、周知・啓発に努めていく。 

 

6 その他、特に報告すべきと

思われるもの 

1 令和 7年度の社会福祉法人及び社会福祉施設等の指導監査等の実績 

（1）指導監査 

①一般指導監査 社会福祉法人   28法人 

社会福祉施設等    99施設（うち 8施設は書面監査） 

（うち老人福祉施設 8、障害者支援施設 1、児童福祉施設

63、幼保連携型認定こども園 27） 

②特別指導監査 該当なし 

③随時指導監査 該当なし 

 

（2）社会福祉法人設立認可等 

①法人認可        1件 

②定款変更認可      11 件 

③定款変更届出受理     7件 

④基本財産処分承認     1件 
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⑤基本財産担保提供承認 0件 

 

2 令和 7年度の介護及び障害福祉サービス事業者等の指定等の実績 

（1）処理件数（令和 8年 3月 31日現在）  

  ①指定居宅サービス事業者等 

（ア）新規指定      51 件 

（イ）指定更新     109件 

②指定障害福祉サービス事業者等 

（ア）新規指定      53 件 

（イ）指定更新      55件 

   

 

3 令和 7年度の介護及び障害福祉サービス事業者等の指導及び監査の実績 

（1）指定居宅サービス事業者等     162事業所（監査 1 事業所 ※） 

（2）指定障害福祉サービス事業者等   150 事業所（監査 2 事業所 ※） 

（3）有料老人ホーム          8事業所 

（4）サービス付き高齢者向け住宅    5事業所 

 

※監査については、令和 6年度から継続中の案件 
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【介護・福祉施設課】 

1 課の事務概要 

施設管理係 

(1) 老人憩の家の管理に関すること。 

(2) 老人健康広場の管理に関すること。 

(3) 軽費老人ホーム事務費運営補助に関すること。 

(4) 社会福祉法人大津市社会福祉事業団との連絡調整に関すること。 

(5) 老人福祉センター、市立デイサービスセンター及び障害者福祉センターの指定管理者による管理に関

すること。 

(6) 課及び介護・福祉人材確保対策室の一般庶務に関すること。 

 

施設整備係 

(1)  民間の介護保険施設等の整備に関すること。 

(2)  介護保険施設等の整備等に係る補助に関すること。 

(3)  大津市地域密着型サービス・施設サービス審査委員会に関すること。 

(4)  老人福祉施設の認可及び届出に関すること。 

(5)  民間障害児者社会福祉施設の整備に関すること 

(6) だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例（平成 6 年滋賀県条例第 42 号）第 11 条第 2 項の規

定による特定施設の新築等をしようとする者との協議に関すること。 

 

介護・福祉人材確保対策室 

(1)  介護人材及び福祉人材（障害福祉に関するものに限る。）の確保に係る施策の推進に関すること。 

(2)  大津市介護人材確保連携会議に関すること。 
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項   目 内      容 

2 昨年度に実施された調査委

託事業等でその成果を報告

すべきと思われるもの 

特になし 

3 今年度の主な事業の中で報

告すべきと思われるもの 

1 高齢者施設管理・運営事業 

（1）老人福祉センター運営事業                 157,115 千円 

はぴすこ（老人福祉センター）5カ所の指定管理委託料 等 
 

（2）老人福祉センター施設整備事業              82,408 千円 

はぴすこ（老人福祉センター）の機能充実に伴う設計・工事 等 

令和 6 年度から令和 10 年度にかけて中、南、東、北、木戸の順に入浴事業とデ

イサービス事業を順次廃止し、シャワールーム及びトレーニングルームを設置す

る。令和 8年度は北はぴすこの改修工事及び木戸はぴすこの工事設計を実施する。 

北はぴすこは令和 9年 4月 1日に機能充実に伴うリニューアルオープン予定。 
 

（3）高齢者健康生きがい施設管理事業                 16,449千円 

老人憩の家 4カ所、健康広場 5カ所等の施設管理 
 

（4）老人デイサービス運営委託事業                      72,853千円 

通所介護事業所の運営 

シルバーハウジング生活援助員の派遣 等 
 
2 介護保険事業計画推進事業                  157千円 

第 9期大津市高齢者福祉計画・介護保険事業計画に基づき「地域密着型サービス」

の整備事業者を公募し、大津市地域密着型サービス・施設サービス審査委員会に諮

って選定する。 
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〇令和 8年度公募対象事業 

地域密着型サービス 整備数／人数 

認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護 1カ所／12人 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1カ所 

共用型認知症対応型通所介護 
既存施設からの転換

等を審議の上認める 
看護小規模多機能型居宅介護 

 

3  障害者支援施設整備事業               122,953 千円 

おおつ障害者プラン（大津市障害者計画・大津市障害福祉計画（第 7期計画）・大

津市障害児福祉計画（第 3期計画））に基づき、市において不足しているサービス等

について、必要かつ良質なサービスを提供するため、施設整備、又は増築・改築等

を実施予定の事業所の設置運営を行う法人を公募し、大津市民間社会福祉施設等整

備事業審査委員会に諮って選定する。 

令和 8 年度の予算については、令和 7 年度同審査委員会にて選定された１法人分

の予算であり、国からの内示があった場合に執行する。 

 

・就労継続支援 B型事業所（定員 20人）  

・共同生活援助、短期入所事業所(定員 6人、短期入所 5人） 

社会福祉法人いしづみ会 

 

4 介護保険施設整備補助事業               27,463千円 

限りある地域の社会資源を効率的かつ効果的に活用することを目的に、既存の特
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別養護老人ホーム及び養護老人ホームの大規模修繕を支援するため、大津市介護施

設等整備費補助金交付要綱を改正した。令和 8 年度においては、特別養護老人ホー

ムの大規模修繕に係る補助を実施する。 

 

・社会福祉法人華頂会 特別養護老人ホーム福寿荘（定員 130人） 

 

5 介護及び障害福祉人材確保対策事業 

国や県と連携しながら、市独自の人材確保対策として、介護等の仕事の重要性や

魅力の発信、市内の事業所に就業する人の増加、定着のための取組を推進する事業

を実施する。 

（1）主に介護サービス事業所を対象として実施するもの       5,072千円 

・大津市介護人材確保連携会議 

  ・おおつ介護に関する入門的研修 

  ・介護職員との交流会 

  ・おおつ介護事業所オンラインセミナー 

  ・【新規】主任介護支援専門員資格取得等支援給付金 

  ・介護職キャリアアップ促進給付金 

（2）主に障害福祉サービス事業所を対象として実施するもの     3,285千円 

・障害福祉サービス事業所等従業者キャリアアップ促進給付金 

  ・【新規】事業所横断インターンシップ事業 

（3）介護と障害福祉両サービス事業所に対し一体的に実施するもの  2,168千円 

  ・おおつ介護フェスタ 2026 

・中学校・高等学校での出前講座 

  ・新人職員フォローアップ研修 
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4  今年度においてパブリック

コメントの手続きを執るこ

とを予定している計画 

おおつゴールドプラン 2027については、長寿福祉課にて記載 

5 当面する課題、懸案事項で

報告すべきと思われるもの 

 

１ 重度障害者の住まいの場の不足について 

介護者の高齢化や障害児者の特性、精神科病棟での社会的入院解消、障害者虐待

からの保護等のため、自宅以外の住まいの場となるグループホームや短期入所の整

備に努めているが、施設入所やグループホーム入居を希望する待機者が約 110 人い

る現状である。引き続き、国の補助金の確保に努め、特に本市に不足している強度

行動障害を呈する人や重症心身障害児者・医療的ケアを必要とする人などの重度障

害者に対応できるグループホームなどの住まいの場の整備を進めていく。 

6 その他、特に報告すべきと

思われるもの 

 

特になし 
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【長寿福祉課】 

1 課の事務概要 

 高齢企画係 

(1)  高齢者の支援に係る企画及びその推進に関すること。 

   (2)  大津市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会に関すること。 

  (3)  高齢者福祉計画に関すること。 

  (4)  老人クラブ、シルバー人材センター等福祉団体の育成に関すること。 

  (5)  敬老祝記念品に関すること。 

  (6)  災害時要支援者対策に関すること。 

  (7)  福祉有償運送に関すること。 

(8) 課及び認知症施策推進室の一般庶務に関すること。 

 

 高齢福祉係 

  (1)  高齢者の虐待の防止及び権利擁護に関すること。 

  (2)  老人福祉法(昭和 38年法律第 133 号)による措置及び負担金の徴収に関すること。 

  (3) 介護保険法(平成 9 年法律第 123 号)に基づく地域支援事業その他高齢者の福祉に資する事業（紙おむ

つサービス及び配食サービスに関するものに限る。）に関すること。 

 

地域包括係 

(1) 地域包括ケアシステムに関すること。 

(2) 地域包括支援センターの管理運営に関すること。 

(3) 介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントに関すること。 

(4) 介護予防・日常生活支援総合事業のうち、訪問介護、通所介護サービスに関すること。 

(5) 介護保険法(平成 9年法律第 123 号)に基づく地域支援事業その他高齢者の福祉に資する事業（紙お 
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むつサービス及び配食サービスに関するものを除く。）に関すること。 

 

 介護予防係 

(1) 介護予防・日常生活支援総合事業のうち、一般介護予防事業に関すること。 

(2) 介護予防・日常生活支援総合事業における基本チェックリストに関すること。 

(3) 高齢者の健康及び生きがい事業の推進に関すること。 

(4) 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業に関すること。 

 

認知症施策推進室 

(1) 認知症施策に関すること。 

 

和邇地域包括支援センター 

(1) 包括的支援事業に関すること(和邇及び小野地域に限る。次号から第 4号までにおいて同じ。)。 

(2) 包括的・継続的ケアマネジメントに関すること。 

(3) 総合相談支援並びに高齢者の虐待の防止及び権利擁護に関すること。 

(4) 介護予防支援事業及び介護予防・日常生活支援総合事業に関すること。 

(5) 小松及び木戸地域における高齢者虐待の防止に関すること(虐待への初期対応を除く。)。 

(6) 公印の保管に関すること。 

 

 堅田地域包括支援センター 

(1) 包括的支援事業に関すること(堅田、仰木、仰木の里及び仰木の里東地域に限る。次号から第 4号まで 

において同じ。)。 

(2) 包括的・継続的ケアマネジメントに関すること。 

(3) 総合相談支援並びに高齢者の虐待の防止及び権利擁護に関すること。 

(4) 介護予防支援事業及び介護予防・日常生活支援総合事業に関すること。 

(5) 葛川、伊香立、真野及び真野北地域における高齢者虐待の防止に関すること(虐待への初期対応を除く。)。 
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(6) 公印の保管に関すること。 

 

 比叡地域包括支援センター 

(1) 包括的支援事業に関すること(雄琴、日吉台及び坂本地域に限る。次号から第 4号までにおいて同じ。)。 

(2) 包括的・継続的ケアマネジメントに関すること。 

(3) 総合相談支援並びに高齢者の虐待の防止及び権利擁護に関すること。 

(4) 介護予防支援事業及び介護予防・日常生活支援総合事業に関すること。 

(5) 下阪本及び唐崎地域における高齢者虐待の防止に関すること(虐待への初期対応を除く。)。 

(6) 公印の保管に関すること。 

 

 中地域包括支援センター 

(1) 包括的支援事業に関すること(藤尾、長等、逢坂及び中央地域に限る。次号から第 4号までにおいて同じ。)。 

(2) 包括的・継続的ケアマネジメントに関すること。 

(3) 総合相談支援並びに高齢者の虐待の防止及び権利擁護に関すること。 

(4) 介護予防支援事業及び介護予防・日常生活支援総合事業に関すること。 

(5) 滋賀及び山中比叡平地域における高齢者虐待の防止に関すること(虐待への初期対応を除く。)。 

(6) 公印の保管に関すること。 

 

 膳所地域包括支援センター 

  (1) 包括的支援事業に関すること(平野及び膳所地域に限る。次号から第 4号までにおいて同じ。)。 

(2) 包括的・継続的ケアマネジメントに関すること。 

(3) 総合相談支援並びに高齢者の虐待の防止及び権利擁護に関すること。 

(4) 介護予防支援事業及び介護予防・日常生活支援総合事業に関すること。 

(5) 富士見及び晴嵐地域における高齢者虐待の防止に関すること(虐待への初期対応を除く。)。 

(6) 公印の保管に関すること。 
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 南地域包括支援センター 

  (1) 包括的支援事業に関すること(石山及び南郷地域に限る。次号から第 4号までにおいて同じ。)。 

(2) 包括的・継続的ケアマネジメントに関すること。 

(3) 総合相談支援並びに高齢者の虐待の防止及び権利擁護に関すること。 

(4) 介護予防支援事業及び介護予防・日常生活支援総合事業に関すること。 

(5) 大石及び田上地域における高齢者虐待の防止に関すること(虐待への初期対応を除く。)。 

(6) 公印の保管に関すること。 

 

 瀬田地域包括支援センター 

  (1) 包括的支援事業に関すること(瀬田及び瀬田南地域に限る。次号から第 4号までにおいて同じ。)。 

(2) 包括的・継続的ケアマネジメントに関すること。 

(3) 総合相談支援並びに高齢者の虐待の防止及び権利擁護に関すること。 

(4) 介護予防支援事業及び介護予防・日常生活支援総合事業に関すること。 

(5) 上田上、青山、瀬田北及び瀬田東地域における高齢者虐待の防止に関すること(虐待への初期対応を除 

く。)。 

(6) 公印の保管に関すること。 

 

項   目 内      容 

2 昨年度に実施された調査委

託事業等でその成果を報告

すべきと思われるもの 

１ 認知症に関する市民意識調査              1,078千円 

 市民の認知症に関するイメージや意識を把握し、今後の取組の参考とすることを

目的に実施。 

 調査期間：令和 8年 1月 29日～3月 6日、調査対象：18～64歳の市民 

 3千人（無作為抽出）、調査方法：対象者にハガキを送付しネット回答 

 回答数：1,056件（有効回答率 35.2％） 
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 回答内容（抜粋） 

  問：認知症になると症状が進行していき、何もできなくなってしまう。 

     「そう思う」「まあそう思う」と回答した割合 83％ 

  問：あなたは「新しい認知症観」について知っていますか。 

     「聞いたことがない」「聞いたことがあるが、内容は全く知らない」と 

回答した割合 77％ 

3 今年度の主な事業の中で報

告すべきと思われるもの 

1 高齢者福祉計画推進事業                              6,149千円 

大津市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会開催経費 

第 10期大津市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定経費 等 

 

2 高齢者活動支援事業 

（1）高年齢者労働能力活用事業                  20,607 千円 

シルバー人材センター運営費等補助金 

いきいきライフセミナーの開催    等 

 

（2）老人クラブ活動助成事業                    11,694 千円 

老人クラブ活動補助金 等 

 

（3）敬老事業                            8,262千円 

敬老祝状の贈呈 等 

 

3 成年後見制度利用支援事業（介護保険事業特別会計）     48,781 千円 

成年後見人への報酬を支払うことが困難な方に対して、報酬の一部又は全部を補

助する。 
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4 老人保護措置事業                                 426,805千円 

養護老人ホーム措置者数（令和 8年 4月 1日現在） 180 人 

 

5 ショートステイ事業                                  1,376千円 

おおむね 65歳以上の社会適応が困難なひとり暮らしの高齢者や、虐待を受けてい

て保護が必要な高齢者を、一時的に養護老人ホームに受け入れる。 

 

6 認知症施策に関する事業 

（1）認知症施策推進事業（介護保険事業特別会計）         33,318千円 

①認知症初期集中支援チームの設置（令和 8年 4月 1日現在） 

医療系職員 1 人（認知症地域支援推進員を兼務）、介護系職員 2 人（認知症

地域支援推進員を兼務）を配置し、専門医に意見を聞きながら、認知症が疑わ

れる人や認知症の方及びその家族に対する初期支援を包括的・集中的に行い、

自立生活のサポートを行う。 

②認知症地域支援推進員（認知症地域支援推進員）の配置 

認知症専門職員を配置し、認知症疾患医療センター、介護事業所、民生委員

等、医療・介護・地域との連携強化を図る（初期集中支援チーム員との兼任 3

人）。 

③医師によるもの忘れ相談事業 

認知症に困っている本人や、家族、施設の職員等を対象に、医師があんしん

長寿相談所、認知症カフェや各種イベント等で個別相談に応じる。 

④認知症カフェ事業  

認知症の方やその家族をはじめ、地域の方々や専門職が相互に情報を共有

し、お互いを理解し合える場の開設。また新たな取組として当事者活躍に取り

組む団体に補助金を加算。 

（令和 8 年度 認知症カフェ 15 カ所（うち当事者活躍加算団体 5 カ所）、 
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若年性認知症カフェ 1カ所） 

⑤大津市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業 

認知症の高齢者等が日常生活における偶発の事故により第三者に対して法

律上の損害賠償責任を負った場合において、これを補償するための個人賠償責

任保険を利用する事業（賠償額の上限：1億円。自己負担：なし） 

    （令和 7年度末現在  登録者数 135 人） 

  ⑥認知症地域共生事業（つながる居場所プロジェクト） 

    認知症の方や高齢者を中心として、年齢や立場、背景の異なる人々が日常的 

に行き交う開かれた場において、自然な交流やつながりが生まれる「共生の居

場所」を創出する（3カ所）。 

  ⑦市内大学と連携した認知症啓発事業 

    市内大学に通う学生を主体として、認知症に関する理解促進及び当事者  

の交流を踏まえた啓発に向けた情報発信を行う（2大学）。 
 
（2）認知症サポーター養成事業（介護保険事業特別会計）     6,798 千円 

認知症サポーター養成講座の実施 

地域住民をはじめ、事業所等幅広い層に対し養成講座を実施する。 

     （令和 7年度末時点） 

認知症サポーター養成数累計         29,361人 

（うち企業・職域型認知症サポーター養成数  6,574人） 
 

（3）家族介護支援事業（介護保険事業特別会計）        3,906千円 

①家族介護者を対象とした交流事業 

・「男性介護者のつどい」 

・「介護技術教室」の実施 
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②啓発活動 

・「オレンジリングフォーラムおおつ」 

商業施設にて多くの市民に認知症を啓発することを目的として 9月 26日

に開催予定 

   ・「認知症啓発イベント」 

  商業施設等などでブース出展を行い、認知症事業の周知啓発に取り組む。 

・「認知症啓発ウィーク」 

世界アルツハイマーデー（9/21）を含む 9/15～9/30 を認知症啓発ウィー

クと位置付け、各種広報活動や講演会等を集中的に取り組む。 

③行方不明高齢者早期発見事業 

・「行方不明高齢者等早期発見ダイヤル事業」 

認知症により行方不明となるおそれのある高齢者等を事前に登録するこ

とで、行方不明になった時に協力者に対してメール配信し、情報提供を

呼びかける事業 

    ・「行方不明高齢者等ＧＰＳ位置情報探知システム利用支援事業」 

認知症の方が行方不明になった場合の早期発見に役立つＧＰＳ機器を貸

与する事業 

 

7  介護予防・日常生活支援総合事業 

（1）介護予防・生活支援サービス事業（介護保険事業特別会計） 

①総合事業サービス事業                 1,110,783 千円 

要支援 1・2及び事業対象者のホームヘルプ・デイサービス事業 

②短期集中予防型サービス事業                4,014千円 

    看護職やリハビリ専門職等による介護予防サービス事業 

③配食サービス（総合事業型）                14,162 千円 
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65歳以上の単身、高齢者世帯等で栄養改善が必要な高齢者や、障害や疾病に

より調理が困難で、見守りを必要とする高齢者のうち、要支援認定者又は総合

事業対象者に対し、安全で栄養のバランスのとれた昼食（弁当）を自宅まで届

け、高齢者の安否確認を行う。 

 

（2）一般介護予防事業（介護保険事業特別会計） 

①介護予防フィットネス事業                   1,290千円 

民間スポーツクラブ等を会場とした通所型事業 

3会場で各 10回開催予定 

②地域リハビリテーション活動支援事業               1,340千円 

介護予防サポーター養成講座を実施 

リハビリ専門職が住民主体の集いの場に出前講座を実施 

 

（3）介護予防活動支援事業                               4,200 千円 

地域で介護予防活動を行う団体に対する補助 

月 1回活動の場合 3万円、週 1回活動の場合 9万円 

 

8  高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業      20,214千円 

高齢者の心身の多様な課題に対応し、きめ細かな支援を実施するため、健診・医

療・介護データ等の一体的な分析を行い、高齢者に対する個別支援（ハイリスクア

プローチ）と通いの場等への積極的な関与（ポピュレーションアプローチ）を行う。 

・介護予防の普及啓発、高齢者の健康の把握、支援を目的とした「健康いきいき 

講座」の実施 

・民間企業と連携した「運動」を中心とした介護予防教室の開催 

令和 8年度から 1会場（東はぴすこ）増やし、7会場で実施 

・多剤服用の副作用等(ポリファーマシー)による低栄養の予防事業 



 

29 
 

 

9  地域包括支援センターの管理運営に関する事業 

（1）地域包括支援センター活動推進事業         428,545 千円 

高齢者の総合相談、高齢者虐待対応及び権利擁護、包括的・継続的マネジメ

ント、包括的支援事業の実施及びセンターの管理運営 

 

（2）地域包括支援センター運営事業                  137,141千円 

要支援認定者及び総合事業対象者の介護予防サービス計画又は介護予防ケ

アマネジメントを作成する。 

 

10 フレイル予防事業                       4,060千円 

節目年齢にあたる 70歳高齢者を対象に、フレイルを防ぎ、健康な生活を送る意識

付けを行うため、介護予防パンフレットと併せて市で実施している一般介護予防事

業一覧を配布して啓発する。あわせて、「運動体験」、「栄養講座」、「歯科・口腔のチ

ェック」、「はり、きゅう・あん摩マッサージ」等から選べる無料体験クーポンを同

封して、フレイル予防を体験してもらう。 

 

11 生活支援体制整備事業                      35,548 千円  

地域の支え合いの活動を発掘するほか、新たな支え合い活動の推進役を担う生活

支援コーディネーター（地域支え合い推進員）を保健福祉ブロック毎に配置し、各

地域特性に応じた高齢者の生活を支える仕組みづくりを推進する。その他、高齢者

支援の担い手養成を行うとともに、地域のインフォーマルサービスを中心とした社

会資源情報の見える化の推進等を図っていく。 
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12 在宅サービス事業 

（1）寝具丸洗いサービス事業                            1,162 千円 

寝たきりの状態にある高齢者の寝具を丸洗い乾燥する（年 1回）。 

 

（2）老人日常生活用具給付等事業                  9,852千円 

ひとり暮らし高齢者の安心・安全の確保のために緊急通報装置を貸与する。 

 

（3）小規模住宅改造経費助成事業                       15,047 千円 

日常生活能力の低下した高齢者の排泄、入浴、移動等を容易にするために行う

住宅改修経費の一部を助成する。 

 

（4）紙おむつ給付事業（介護保険事業特別会計）           80,688 千円 

寝たきりや認知症のため、紙おむつを常用し在宅生活をしている高齢者に対し

て紙おむつ券を交付し、高齢者の衛生の向上や介護者の精神的・経済的負担の軽

減を図る。 

 

（5）配食サービス（任意事業型）（介護保険事業特別会計）  30,000 千円 

65歳以上の単身、高齢者世帯等で栄養改善が必要な高齢者や、障害や疾病によ

り調理が困難で、見守りを必要とする高齢者（総合事業型の配食サービス対象者

を除く。）に対し、安全で栄養のバランスのとれた昼食（弁当）を自宅まで届

け、高齢者の安否確認を行う。 
 

4  今年度においてパブリック

コメントの手続きを執るこ

とを予定している計画 

 

1 おおつゴールドプラン 2027（第 10期大津市高齢者福祉計画・介護保険事業計画、

大津市認知症施策推進計画） 

（パブリックコメント実施予定時期：令和 8年 12月頃） 
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5 当面する課題、懸案事項で

報告すべきと思われるもの 

 

1 認知症施策推進プロジェクトの推進 

 総合計画第 3 期実行計画の重点プロジェクトに掲げ認知症施策を推進していると

ころであるが、「認知症に関する市民意識調査」結果からも更なる取組が必要。 

 啓発活動： 新規市内大学と連携した認知症啓発事業 

 社会参加： 新規認知症地域共生事業（つながる居場所プロジェクト） 

 当事者活躍：拡充認知症カフェ事業 

 

6 その他、特に報告すべきと

思われるもの 

1 おおつゴールドプラン 2027（第 10期大津市高齢者福祉計画・介護保険事業計画、

大津市認知症施策推進計画）策定 

 3年毎に策定している高齢者福祉計画・介護保険事業計画に加え、認知症施策推進

計画と一体的に計画を策定する。 
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【障害福祉課】 

1 課の事務概要 

  障害企画係 

(1) 障害福祉事業の企画及び調整に関すること。 

(2)  おおつ障害者プランの策定及び推進に関すること。 

(3) 障害者基本法（昭和45年法律第84号）に関すること。 

(4) 大津市社会福祉審議会障害者福祉専門分科会に関すること。 

(5) 身体障害者相談員、知的障害者相談員及び精神障害者相談員に関すること。 

(6) 障害者スポーツ振興事業に関すること。 

(7)  児童福祉法（昭和22年法律第164号）、身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）及び知的障害者福

祉法（昭和35年法律第37号）による障害児及び障害者に係る措置（以下障害福祉課の項において「措置」

という。）の負担金の徴収に関すること。 

(8)  やまびこ総合支援センターとの連絡調整に関すること。 

(9) 手話施策推進事業に関すること。 

(10) 公印の保管に関すること。 

(11) 課の一般庶務に関すること。 

 

認定審査係 

(1) 大津市社会福祉審議会障害者福祉専門分科会審査部会に関すること。 

(2) 身体障害者手帳の交付等に関すること。 

(3) 障害支援区分認定の調査、主治医意見書及び審査認定の審査に関すること。 

(4) 大津市介護給付費等の支給に係る審査会に関すること。 

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付の支給要否決定

に関すること。 

(6) 自立支援医療機関の指定に関すること。 
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(7) 自立支援医療の給付に関すること。 

(8) 特別障害者手当等の支給に関すること。 

(9) 特別児童扶養手当の支給に関すること。 

(10) 療育手帳、精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療（精神通院医療に関するものに限る。）に係る

経由事務に関すること。 

 

障害福祉係 

(1) 障害者虐待の防止に関すること。 

(2) 措置の実施及び措置の負担金の徴収の決定に関すること。 

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業の実施に関

すること。 

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業の利用決定

に関すること。 

(5) その他心身障害者(児)福祉に関すること。 

 

サービス支給係 

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付に係る支給 

に関すること。 

 

項   目 内          容 

2 昨年度に実施された調査委

託事業等でその成果を報告

すべきと思われるもの 

特になし 
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3 今年度の主な事業の中で報

告すべきと思われるもの 

【大津市の障害者手帳所持者数：令和 8年 4月 1日現在】 

・身体障害者手帳      15,673人 

・療育手帳（知的障害者）  3,521人 

・精神障害者保健福祉手帳  4,234人 

 ※身体障害者手帳所持者数について、令和 3年 3月 22日付け厚生労働省通知に

基づき、令和 3年度以降は死亡者の返還届未提出者にかかる職権消除を行っ

ているが、令和 2年度以前の死亡者については行っていない。 
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1 障害福祉サービス事業              13,927,154 千円     

（1）介護給付費、訓練等給付費及び障害児通所給付費 

障害者総合支援法に基づく身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児及

び難病患者等への介護給付費、訓練等給付費の支給及び児童福祉法に基づく障

害児通所給付費の支給 

＜令和 8年 4月 1日現在の利用決定者数＞ 

居宅介護等訪問系サービス 1,873人、施設入所 137人、日中活動系サービス

2,465 人、グループホーム 573人、短期入所 624人、相談支援 3,255人 

 

（2）補装具給付費 

障害者総合支援法に基づく補装具（義肢、装具、車椅子、補聴器等）の給付 

 

（3）自立支援医療給付費 

自立支援医療（更生医療及び育成医療）の給付 

 

2 地域生活支援事業                  834,910 千円     

（1）日常生活用具給付費 

心身障害児者の日常生活用具（ストマ用装具、特殊寝台、入浴補助用具、点

字図書等。なお、令和 8年 2 月から、点字器、点字タイプライター、視覚障害

者用時計、視覚障害者用体重計の給付対象を「学齢期以上」に拡充）及び在宅

重度障害者の紙おむつ給付費 

 

（2）障害者移動支援事業 

重度肢体不自由者や視覚障害児者、知的障害児者等の外出支援を行う事業 

①タクシー利用助成・ガソリン助成事業 

②移動支援事業 
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（3）障害者相談支援事業 

①障害福祉サービスの利用相談などを行う障害者相談支援事業、相談支援機

能強化事業及び基幹相談調整センター事業 

②虐待通報受付窓口となる障害者虐待防止センター業務、虐待対応ダイヤル 

夜間休日対応業務 

③サービス等利用計画作成の促進を図る計画相談作成支援業務 

④発達障害者相談支援センターの運営委託 

⑤相談支援専門員の増員を促すための指定特定相談支援事業所等体制整備補 

助事業 

 

（4）入浴サービス事業 

在宅重度身体障害者の訪問入浴サービス及び施設入浴サービスを実施 

 

（5）住宅改造・自動車改造事業 

障害者の住宅改造、自動車改造費助成及び自動車操作訓練費助成を実施 

 

（6）意思疎通支援事業 

①聴覚障害者への手話通訳者派遣 

②要約筆記者の派遣事業 

③手話奉仕員養成事業 

④聴覚障害者相談員設置事業・高齢ろうあ者のサロン参加促進事業 

⑤盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業 

⑥代筆・代読支援員派遣事業 

⑦タブレットを使った手話サービス 
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（7）地域活動支援センター事業 

精神保健福祉士を配置したⅠ型の地域活動支援センターの運営委託事業 

 

（8）日中一時支援事業 

障害児者の介護を行う方の一時休息や就労支援のため、日中において一時的

な障害児者の活動の場を確保する事業 

 

（9）地域生活支援拠点事業 

地域の障害児者やその家族が安心して地域での生活を継続できるよう支える

ための仕組みとして、地域生活支援拠点等を面的に整備する事業 

①地域生活支援拠点コーディネーター設置事業 

②強度行動障害児者集中支援モデル事業 

③地域生活支援拠点居室確保事業 

④地域生活支援拠点支援員派遣事業 

 

3 特別障害者手当等給付事業              222,843 千円     

（1）特別障害者手当等支給費 

20歳以上の常時特別な介護を要する状態にある在宅重度障害者に特別障害者

手当（月額 30,450円）を給付 

他に障害児福祉手当（月額 16,560 円）、経過的福祉手当（月額 16,560円）を

給付 

 

4 障害者就労等支援事業                  142,592 千円     

（1）障害福祉サービス事業所等運営補助事業 

 障害福祉サービス事業所等の運営補助や就労支援を行う事業 

 ①通所系障害福祉サービス事業所等用地等賃借料補助 
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 ②滋賀型地域活動支援センター運営費補助 

 ③おおつならではの就労移行支援事業 

 

（2）働き・暮らし応援センター運営補助事業 

 障害者の就労支援を行うおおつ働き・暮らし応援センター運営補助事業 

 

（3）社会的事業所等補助事業 

  障害のある人もない人も対等な立場で一緒に働くことができる職場形態をと

る社会的事業所等の運営・整備費補助事業 

 

5 心身障害者福祉対策事業               234,853 千円     

（1）障害者団体運営補助、障害者総合支援法施行事務等 

①障害者団体運営補助 

②指定障害者支援施設運営費補助 

③障害福祉活動推進事業補助 

④障害者総合支援法の施行にかかる事務的経費 

⑤医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業 

⑥重度障害者大学等修学支援事業 

⑦強度行動障害者等受入環境整備事業 

⑧おおつ障害者プラン改訂 

 

（2）認定審査事業 

  障害者支援区分認定審査事務、身体障害者手帳発行事務等 

 

（3）障害者日中活動の場支援事業 

  重度障害者を受け入れる就労継続支援Ａ型事業所の支援事業 2カ所 
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（4）重度障害者地域包括支援事業 

  重度障害者へのサービスに係る運営補助事業 

①重度障害者地域生活支援事業       2カ所 

②強度行動障害者グループホーム運営事業  1カ所 

③重症心身障害者特別加算事業       3カ所 

④重症心身障害者対応人員配置加算事業   6カ所 

⑤強度行動障害者通所特別支援事業      8カ所 

⑥重症心身障害者入浴サービス加算事業   5カ所 

⑦重症心身障害者送迎加算事業       3カ所 

⑧重症心身障害児者入浴支援体制加算事業  6カ所 

 

（5）グループホーム等運営補助事業 

 知的障害者自立生活支援ホーム運営補助   1カ所 

4  今年度においてパブリック

コメントの手続きを執るこ

とを予定している計画 

 

1  大津市障害福祉計画（第 8 期計画）・大津市障害児福祉計画（第 4期計画） 

（パブリックコメント実施予定時期：令和 8年 12月頃） 

 

5 当面する課題、懸案事項で

報告すべきと思われるもの 

1 相談支援専門員の不足について 

障害福祉サービス利用計画を作成する相談支援専門員が慢性的に不足し、計画

相談の利用者数は増えているものの、障害福祉サービス受給者全体の増加に追い

付いておらず、相談支援専門員によるアセスメントやモニタリングが行われてい

ないセルフプランにより障害福祉サービスを利用している障害児者が 3割近くに

なっており、障害福祉サービスの事業費増加の一因となっている。対策として、

相談支援専門員の増員を促すため、大津市指定特定相談支援事業所等体制整備補

助金により、相談支援事業所の安定的な経営を支援している。 
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6 その他、特に報告すべきと

思われるもの 

1 大津市障害福祉計画（第 8 期計画）・大津市障害児福祉計画（第 4期計画）策定 

 おおつ障害者プランのうち、令和 8年度に計画期間が終了となる障害福祉計画・

障害児福祉計画の次期計画を策定する。 
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【やまびこ総合支援センター】 

1 センターの事務概要 

  (1) やまびこ総合支援センターの事業運営に関すること。 

  (2) 生活支援センターに関すること。 

  (3) 生活介護事業施設「さくらはうす」に関すること。 

  (4) 総合在宅福祉サービス事業施設「ひまわりはうす」に関すること。 

   

項   目 内          容 

2 昨年度に実施された調査委

託事業等でその成果を報告

すべきと思われるもの 

 

 

特になし 

3 今年度の主な事業の中で報

告すべきと思われるもの 

市内在住の知的障害者（児）とその家族を支援する複合的通所施設として、や

まびこ総合支援センターを開設し運営管理を行っている。 

 

1 やまびこ総合支援センター運営事業        61,469 千円 

やまびこ総合支援センターの施設管理、設備機器の維持管理のほか、送迎バス

の運行や給食サービス等を行う。  

なお、事業期間を令和 8年度から 9年度までの債務負担行為（37,400 千円）を

設定し、昇降機のリニューアル工事（2機）を実施する。   
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2 障害福祉サービス事業             341,143 千円 

委託先：社会福祉法人びわこ学園 

（1）生活支援センター（相談支援事業） 

  知的障害者や家族からの相談に応じ、相談員が必要な情報の提供や福祉サー

ビスの申請支援、障害福祉サービスの利用計画の作成を行うほか、作業療法

士、理学療法士及び心理判定員が 3療育施設、保育所、幼稚園、こども園、学

校、障害福祉事業所等への巡回相談を行っている。 

   

（2）生活介護事業施設 「さくらはうす」 定員 60人 

  重度の重複障害・行動障害等がある 18歳以上の方が利用される通所施設で、

食事、排泄等の身の回りの介助、日常生活上の支援、創作的活動等の支援を行

う。 

  月曜日から金曜日、マイクロバス 4台、ワゴン車 8台で送迎を実施。 

 

（3）総合在宅福祉サービス事業施設 「ひまわりはうす」 

  利用者ニーズに即したサービスを提供するため、令和 5 年度に事業の見直し

を行い、令和 6年度より新規事業として「訪問型生活介護事業」を実施してい

る。 

① ヘルプ事業 

重度訪問介護や行動援護を中心に医療的ケアが必要な方を対象とした支

援を行う。 

② 日中一時支援 

障害者の介護を行う方々の休息のため、毎週土・日曜日に障害者の余暇

支援として調理実習や外出など日中における集団活動を実施する。 
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③ 入浴サービス 

自宅入浴が困難な市内在住の身体障害者の方を対象に、センター内の機

械浴槽で行う。 

④ 居宅介護（ホームヘルプ）・夜間一時保護（ナイトケア） 

 24時間、365日体制で緊急時のホームヘルプやナイトケアを行う。緊急

以外の日常的なヘルプは他事業所と調整している。 

⑤ 訪問型生活介護 

 日常生活上の支援並びに創作的活動及び生産活動の機会の提供、その他

の身体機能又は生活能力の向上のために必要な支援を行うことにより、通

所サービスにつなげていく。 

 

（4）医療支援事業 

センター内に嘱託医師を配置し、月 8回を限度として、やまびこ園、わくわ

く教室、のびのび教室も含め巡回し、医療支援を行う。 

 

4  今年度においてパブリック

コメントの手続きを執るこ

とを予定している計画 

特になし 

5 当面する課題、懸案事項で

報告すべきと思われるもの 

1 施設維持管理について 

やまびこ総合支援センターは開設から 26年が経過し、設備によっては経年劣

化、耐用年数が過ぎたものなどがある。各定期点検における指摘事項への対応を

はじめ、不具合の修繕等に努めているが、利用者の安全性、快適性を損なうこと

のないよう計画的な施設改修・保全を図る必要がある。 
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6 その他、特に報告すべきと

思われるもの 

特になし 
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【生活福祉課】 

1 課の事務概要 

庶務係 

  (1)  生活保護法（昭和25年法律第144号）による保護金品等の支給に関すること。 

  (2)  生活保護法による経理に関すること。 

  (3)  生活保護法による医療扶助及び介護扶助に関すること。 

  (4)  生活保護法による保護施設の設置許可、指導監査等に関すること。 

  (5)  中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支 

援に関する法律（平成6年法律第30号）による支援給付金の支給、医療支援給付、介護支援給付、経理 

に関すること。 

 (6)  社会福祉統計に関すること。 

(7)  行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関すること。 

(8)  墓地埋葬法による葬祭等に関すること。 

(9)  社会福祉法人大津市社会福祉協議会福祉資金貸付業務に関すること。 

(10)  社会福祉法人大津市社会福祉協議会法外扶助費支給業務に関すること。 

  (11) 課の一般庶務に関すること。 

 

保護第 1～5係（各係共通） 

  (1)  生活保護法による措置に関すること。 

  (2)  中国残留邦人等の生活支援に関すること。 

  (3)  生活困窮者自立支援法に基づく生活困窮者住居確保給付金の支給に関すること。 

  (4)  生活困窮者自立支援法に規定する生活困窮者である子どもに対し学習の援助を行う事業に関する 

こと。 

(5)  生活困窮者自立支援法に基づく生活困窮者一時生活支援事業に関すること。 
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 (6)  地域居住支援事業として住居確保に課題を抱える方の生活の安定や向上に関すること。 

  (7)   墓地埋葬法による葬祭等に関すること。 

 

生活保護裁判対応室 

(1) 平成 25年生活扶助基準改定に関する最高裁判所判決（令和 7年 6月 27日）を踏まえた保護費の追加 

給付等に関すること。 

 

 

項   目 内          容 

2 昨年度に実施された調査委

託事業等でその成果を報告

すべきと思われるもの 

特になし 

3 今年度の主な事業の中で報

告すべきと思われるもの 

1 生活保護事業                   6,830,401 千円 

病気や障害あるいは失業等、様々な理由により生活に困窮している世帯に対し

て、健康で文化的な最低限度の生活を保障するため、生活保護法による措置を講

ずると共に、その自立を助長するための施策を実施する。 

 

（1）予算額の内訳 

（内訳） 
予算額 

（千円） 
構成比（％） 

生活扶助費 2,038,056 29.84 

教育扶助費 32,327 0.47 

住宅扶助費 1,236,536 18.10 

医療扶助費 3,218,433 47.12 

介護扶助費 165,056 2.42 
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出産扶助費 311 0.01 

生業扶助費 14,464 0.21 

葬祭扶助費 5,005 0.07 

施設事務費 115,532 1.69 

就労自立給付金 2,569 0.04 

進学・就職準備給付金 2,112 0.03 

 

（2）大津市の生活保護状況 

 
世 帯 数 被保護人員 

保護率 ‰ 

（ﾊﾟｰﾐﾙ） 

令和 7年 3月末 3,267 4,120 12.01 

令和 8年 3月末 3,248 4,069 11.87 

 

（3）世帯類型別構成比（％）  ※保護停止中を除く 

世帯類型別 令和 6年度末 令和 7年度末 

高齢者 49.1 49.2 

傷病障害 29.4 30.7 

母子 5.0 4.4 

その他 16.5 15.7 
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2 自立支援プログラム 

被保護世帯の自立を助長するため、世帯の実情に合わせた自立支援プログラム

を実施している。これに必要な知識を持つ自立支援員を配置し、ケースワーカー

とともに支援に当たっている。 

 

（1）令和 7年度実績  

プログラム名 実績 

就労支援事業（達成者）  58 

中学 3年生に対する高校進学支援事業  55 

長期入院患者退院促進支援事業 21 

多重債務者等支援事業  27 

薬物等依存症者社会復帰支援ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ    0 

単身世帯見守り事業  5 

成年後見申立支援プログラム 21 

資産活用プログラム（リバースモゲージ） 0 

合  計 187 
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3 住居確保給付金事業              18,306 千円 

離職者であって就職活動をしている方等のうち、住宅を喪失するおそれのある

方等を対象に、住宅及び就労の機会を確保することを目的として賃貸住宅の家賃

を支援給付している。 

 

年 度 件数（前年度からの継続分除く） 給付額(千円) 

令和 3年度 157 34,055 

令和 4年度 107 21,097 

令和 5年度 78 18,675 

令和 6年度 74 18,129 

令和 7年度 60 13,694 

 

4 中国残留邦人等支援事業             36,572千円  

 中国残留邦人とその家族に対して生活支援等を行う。 

 令和 8年 4月現在、11世帯 17人が対象 

 

5 行旅病人及び行旅死亡人の取扱い           288 千円 

行旅病人及行旅死亡人取扱法に基づき、行旅病人及び行旅死亡人の救護又は取

り扱いを行う。 
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年 度 行旅病人 行旅死亡人 

令和 3年度 0 0 

令和 4年度 0 1 

令和 5年度 0 2 

令和 6年度 0 0 

令和 7年度 0 0 

 

6 墓地埋葬法による葬祭の取扱い          3,147千円     

 身寄り等がなく葬祭を行う方がいない死者の葬祭の執行に対し、墓地埋葬法に

より葬祭を行っている。 

年 度 葬祭件数 

令和 6年度 12 

令和 7年度 14 
 

4  今年度においてパブリック

コメントの手続きを執るこ

とを予定している計画 

特になし 

 

5 当面する課題、懸案事項で

報告すべきと思われるもの 

1 最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について 

令和 7年 6月の最高裁判決により、平成 25年生活扶助基準改定について、原

告に対する当時の保護変更決定処分が取り消された。これを踏まえて、平成 25
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年 8月から令和 8年 3月までの期間に大津市で生活保護を受けていた、現在受給

中の世帯及び廃止世帯を対象として生活保護費の追加給付を行う。 

6 その他、特に報告すべきと

思われるもの 

 

特になし 
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【介護保険課】 

1 課の事務概要 

認定審査係 

  (1) 要介護認定に関すること。 

  (2) 訪問調査及び主治医意見書に関すること。 

  (3) 介護認定審査会の運営に関すること。 

  (4) 訪問調査員の指導及び育成に関すること。 

  (5) 介護保険被保険者証の交付に関すること。 

  (6) 受給資格証明書に関すること。 

  (7) 介護保険事業等の運営の状況等の公表に関すること。 

  （8） 公印の保管に関すること。 

(9) 課の一般庶務に関すること。 
 
給付係 

  (1) 介護保険事業計画に関すること。 

(2) 介護給付費の適正化に関すること。  

(3) 介護保険の給付に関すること。 

(4) 介護保険被保険者証の交付に関すること。  

  (5) 介護サービス諸費の審査及び支払に関すること。 

  (6) 高額介護サービス費の貸付に関すること。 

   (7) 第三者行為による保険給付及び損害賠償に関すること。 

  (8) 介護保険の事業報告及び統計に関すること。 

  (9) 利用者負担の軽減に関すること。 

  (10) 介護保険事業特別会計予算の編成及び執行に関すること。   
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賦課収納係 

  (1) 介護保険料の賦課及び調定に関すること。 

  (2) 介護保険料の決定・変更通知書及び納付書の発行に関すること。 

  (3) 介護保険料の収納に関すること。 

(4) 介護保険料徴収業務の収納課への移管に関すること。 

(5)  介護保険被保険者の資格に関すること。 

(6) 介護保険被保険者証の交付に関すること。  

(7) 資格者証に関すること。  

 

項   目 内      容 

2 昨年度に実施された調査委

託事業等でその成果を報告

すべきと思われるもの 
 

特になし 

3 今年度の主な事業の中で報

告すべきと思われるもの 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1 低所得者対策事業                  2,043 千円 

低所得で生計が困難である利用者に対して、介護保険サービスの利用者負担を軽

減した社会福祉法人等を対象に、予算の範囲内で補助金を交付する。 

 

2 介護保険事業                    34,568,000 千円 

保険者として介護保険制度を円滑に実施するため、資格管理や保険料賦課、認定

審査、保険給付などの事務事業を推進する。 

（令和 8年 3月末時点） 

・第１号被保険者数           96,955人 

・うち要支援・要介護認定者数  20,206人（認定率 20.84％） 

 

（1）保険給付費                     31,953,728 千円 

①介護サービス諸費                  29,338,335 千円 



 

54 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②介護予防サービス諸費                  1,122,037千円 

③高額介護(予防)サービス費等               932,129千円 

④特定入所者介護(予防)サービス費等             520,338 千円 

⑤その他諸費(審査支払手数料)                         40,889 千円 

 

（2）地域支援事業（長寿福祉課、保健所他所管事業分）  1,519,625千円 

①介護予防・生活支援サービス総合事業         1,283,441千円 

②包括的支援事業                      51,419 千円 

③任意事業                        184,765 千円 

  

（3）その他                     1,094,647 千円 

①職員給与費、管理運営事業費等              358,224 千円 

②訪問調査、認定審査会及び保険料賦課等         481,746千円 

③一般会計繰出金                  254,677千円 

※重層的支援体制整備事業（一般会計）へ移行した地域包括支援センター

の運営経費等に対する繰出金（令和 8年度～） 

 

4  今年度においてパブリック

コメントの手続きを執るこ

とを予定している計画 

おおつゴールドプラン 2027については、長寿福祉課にて記載 

5 当面する課題、懸案事項で

報告すべきと思われるもの 

特になし 

6 その他、特に報告すべきと

思われるもの 

特になし 
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【保険年金課】 

1 課の事務概要 

管理賦課係 

(1) 国民健康保険事業特別会計予算の編成及び執行に関すること。 

(2) 国民健康保険の趣旨の普及に関すること。 

(3) 国民健康保険事業の運営に関する協議会に関すること。 

(4) 大津市国民健康保険診療所に関すること。  

(5) 国民健康保険料の賦課及び調整に関すること。 

(6) 国民健康保険料決定通知書、変更通知書及び納付書の発行に関すること。 

(7) 公印の保管に関すること。 

(8) 課の一般庶務に関すること。 

 

資格給付係 

(1) 国民健康保険の給付に関すること。 

(2) 国民健康保険被保険者の資格に関すること。 

(3) 国民健康保険の資格確認書及び資格情報通知書の交付及び更新に関すること。 

(4) 療養諸費の審査、支払等に関すること。 

(5) 国民健康保険の医療費の適正化に関すること。 

(6) 国民健康保険高額療養費の貸付に関すること。 

(7) 第三者行為による保険給付及び損害賠償に関すること。 

(8) 国民健康保険の事業報告及び統計に関すること。 

 

収納係 

(1) 国民健康保険料の徴収に関すること。 
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(2) 国民健康保険料の還付金に関すること。 

(3) 国民健康保険料の督促及び滞納整理に関すること。 

(4) 国民健康保険料徴収業務の収納課への移管に関すること。 

(5) 諸証明の発行に関すること。 

 

医療助成係 

(1) 福祉医療費の助成に関すること。 

(2) 福祉医療費の助成対象者の資格に関すること。 

(3) 老人福祉医療費受給券及び福祉医療費受給券の交付及び更新に関すること。 

(4) 福祉医療費の審査、支払等に関すること。 

(5) 保険者及び医療機関との連絡調整に関すること。 

(6) 福祉医療費受給者の高額療養費返還請求に関すること。 

(7) 福祉医療費助成の事業報告及び統計に関すること。 

 

高齢者医療・年金係 

(1) 後期高齢者医療制度の被保険者の資格に係る申請の受付に関すること。 

(2) 後期高齢者医療資格確認書及び後期高齢者医療特定疾病療養受療証の引渡し及び返還の受付に関する

こと。 

(3) 後期高齢者医療保険料の徴収及び還付に関すること。 

(4) 後期高齢者医療保険料の督促及び滞納整理に関すること。 

(5) 滋賀県後期高齢者医療広域連合との連絡調整に関すること。 

(6) 後期高齢者医療制度の啓発に関すること。 

(7) 後期高齢者医療の保健事業及び医療費の適正化に係る連絡調整に関すること。 

(8) 後期高齢者医療の事業報告及び調査統計に関すること。 

(9) 後期高齢者医療事業特別会計予算の編成及び執行に関すること。 

(10) 後期高齢者医療保険料徴収業務の収納課への移管に関すること。 
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(11) 国民年金被保険者の資格管理に関すること。 

(12) 国民年金諸届の受理及び報告に関すること。 

(13) 国民年金の給付に係る事務に関すること。 

(14) 国民年金保険料の免除及び学生納付特例に関すること。 

(15) 国民年金の趣旨の普及に関すること。 

(16) その他国民年金に関すること。 

(17) 在日外国人老齢福祉金及び在日外国人障害福祉金の給付に関すること。 

 

国民健康保険葛川診療所 

 (1) 診療に関すること。 

(2) 診療所施設の維持管理に関すること。 

 

項   目 内       容 

2 昨年度に実施された調査委

託事業等でその成果を報告

すべきと思われるもの 

 

特になし 

3 今年度の主な事業の中で報

告すべきと思われるもの 

1 国民健康保険事業 33,035,000 千円【国民健康保険事業特別会計（事業勘定）】 

（1）資格の適正化 

居所不明者の実態把握を行うことにより、住民基本台帳所管課と連携を図りな

がら資格喪失処理に努める。 

滋賀県国民健康保険団体連合会等から提供される情報を活用し、資格喪失届出

勧奨及び職権喪失処理等により、適正な資格管理に努める。 

 

（2）保険料収入の確保 

保険料について、被保険者の公平性の観点から未納者に対して督促状や催告書
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の送付、夜間を含めた納付督励と訪問を実施する。また、納付督励の中で個々の

実情の把握に努め、きめ細かな納付相談を行える機会としている。 

なお、令和 4年 10月から被保険者の利便性向上と収納率向上を図るため、Pay-

easy (ペイジー)口座振替受付サービスを導入している。 

 

（3）医療費の適正化 

レセプト点検、医療費通知、後発医薬品差額通知の発送を実施し、医療費の適

正化を図る。 

 

2 葛川診療所管理運営事業 10,200千円【国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定）】 

医療の公平受益という見地から、山間部である葛川地域に直営診療所を設置し地

域住民の健康増進と医療の確保に努める。 

診療日 週 1日(毎週火曜日 9時から 12時) 

 

3 福祉医療費助成事業  2,651,736千円【一般会計】 

65歳～74歳の低所得高齢者、障害者・母子家庭・父子家庭・ひとり暮らし寡婦・

重度障害者等の社会的弱者や乳幼児及び小学校 1 年生以上から高校生世代までの児

童及び生徒等を対象とした医療費の助成を実施し、保健の向上と福祉の増進を図る。 

 

4 国民年金事業       53,828千円【一般会計】 

国民年金の資格取得届、免除申請書等の受理、年金相談等窓口業務を中心に市民

の老後生活の安心と福祉の向上につながる年金受給権を確保するため、年金制度の

周知及び各種手続きの適正な案内に努める。 

また、将来の無年金・低年金対策として、国民年金保険料の免除・猶予制度のＰ

Ｒや窓口相談について、日本年金機構と連携し推進していく。 
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5 後期高齢者医療事業   7,011,000千円【後期高齢者医療事業特別会計】 

4,409,257 千円【一般会計】 

後期高齢者医療制度は、被保険者の大幅な増加と医療費の増大が見込まれる中、

保険者である滋賀県後期高齢者医療広域連合と連携を密にし、制度の適正な運用に

努める。 

第 10期（令和 8年度・9年度）保険料率について 

  所得割率   10.38％（医療分 10.13％、 子ども・子育て支援金分 0.25％） 

  均等割額  56,720 円（医療分 55,380 円、子ども・子育て支援金分 1,340 円） 

保険料上限 87.1万円（医療分 85万円、 子ども・子育て支援金分 2.1万円） 

  参考 第 9期 所得割率 9.56％ 均等割額 48,604円 保険料上限 80万円 

 

令和 7 年 8 月の年次更新においては、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、被

保険者全員に資格確認書を交付した。令和 8年 8月以降については、85歳以上と 84

歳以下で取り扱いが異なる。85歳以上は、引き続きマイナ保険証の保有状況にかか

わらず資格確認書を交付する。84歳以下については、マイナ保険証を保有している

場合は、資格情報通知を交付し、マイナ保険証を保有していない場合は、資格確認

書を交付する。 

なお、別途、資格確認書の交付を申し出ている被保険者については、資格確認書

を交付する。 

4 今年度においてパブリック

コメントの手続きを執るこ

とを予定している計画 

 

特になし 
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5 当面する課題、懸案事項で

報告すべきと思われるもの 

1 第 3期滋賀県国民健康保険運営方針に基づいた国民健康保険の運営について 

令和 5 年度に令和 6 年度から令和 11 年度の 6 年間を計画期間とする第 3 期滋賀

県国民健康保険運営方針が策定された。 

第 3 期滋賀県国民健康保険運営方針では、県内の保険料水準について、令和 9 年

度の統一（移行期間：令和 11 年度まで）を目指しており、本市においても統一に向

けた法令の改正等を行う。 

6 その他、特に報告すべきと

思われるもの 

1 令和 8年度の国民健康保険の保険料について 

滋賀県が算定し公表した令和 8年度の標準保険料率では、所得 250 万円、40歳の

夫婦と子ども 1 人世帯の保険料は、令和 7 年度に本市が賦課した保険料 431,040 円

と比較して約 5.46％増の 454,554円(子ども・子育て支援金分含む)であった。本市

が賦課する令和 8 年度の保険料については、国民健康保険事業の運営に関する協議

会における審議等を踏まえ、大津市国民健康保険条例に基づき決定する（告示予定

日：令和 8年 6月 1日）。 
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【保健総務課】 

1 課の事務概要 

 総務係  

(1) 健康危機管理の総括に関すること。 

(2) 看護学校に対する運営事業補助に関すること。 

(3) 大津市保健所運営協議会に関すること。 

(4) 保健所衛生委員会に関すること。 

(5) 保健衛生統計調査及び医療統計調査に関すること。 

(6) 献血に関すること。 

(7) 墓地、納骨堂及び火葬場の経営の許可等に関すること。 

(8) 公印の保管に関すること。 

(9) 庁舎の維持管理に関すること。 

   (10) 公用車の管理に関すること。 

   (11) 課、地域保健推進室及び医療安全支援センターの一般庶務に関すること。 

 

医事薬事係  

(1) 病院、診療所及び助産所の許可及び届出並びに監視指導に関すること。 

(2) 医薬品等の販売等の許可及び届出並びに監視指導に関すること。 

(3) あん摩マッサージ指圧師等の届出及び監視指導に関すること。 

(4) 毒物劇物販売等の登録及び監視指導に関すること。 

(5) 衛生検査所に関すること。 

(6) 医療従事者の免許に関すること。 

(7) 麻薬及び向精神薬の免許申請等に関すること。 

(8) 医療機能情報及び病院報告に関すること。 

(9) 医療安全に関すること。 
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医療安全支援センター  

 (1) 医療法(昭和23年法律第205号)第6条の13第1項各号に掲げる事務に関すること。 

 

地域保健推進室  

(1) 地域保健に係る施策の総合的な企画、調査及び研究に関すること。 

(2) 地域保健事業の実施に関すること(すこやか相談所の分掌事務に属するものを除く。)。 

(3) 大津市保健医療基本計画及び健康おおつ 21に関すること。 

 

和邇すこやか相談所  

(1) 地域保健に係る施策の企画、調査及び研究に関すること(小松、木戸、和邇及び小野地域に限る。次号

及び第3号において同じ。)。 

(2) 地域保健事業の実施に関すること。 

(3)   地域保健事業に係る衛生統計及び保健衛生思想の普及向上に関すること。 

 

堅田すこやか相談所  

(1) 地域保健に係る施策の企画、調査及び研究に関すること(葛川、伊香立、真野、真野北、堅田、仰木、

仰木の里及び仰木の里東地域に限る。次号及び第3号において同じ。)。 

(2) 地域保健事業の実施に関すること。 

(3)  地域保健事業に係る衛生統計及び保健衛生思想の普及向上に関すること。 

 

比叡すこやか相談所  

(1) 地域保健に係る施策の企画、調査及び研究に関すること(雄琴、坂本、日吉台、下阪本及び唐崎地域に

限る。次号及び第3号において同じ。)。 

(2) 地域保健事業の実施に関すること。 

(3)   地域保健事業に係る衛生統計及び保健衛生思想の普及向上に関すること。 
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中すこやか相談所  

(1) 地域保健に係る施策の企画、調査及び研究に関すること(滋賀、山中比叡平、藤尾、長等、逢坂及び中

央地域に限る。次号及び第3号において同じ。)。 

(2) 地域保健事業の実施に関すること。 

(3)   地域保健事業に係る衛生統計及び保健衛生思想の普及向上に関すること。 

 

膳所すこやか相談所 

(1) 地域保健に係る施策の企画、調査及び研究に関すること(平野、膳所、富士見及び晴嵐地域に限る。次

号及び第3号において同じ。)。 

(2) 地域保健事業の実施に関すること。 

(3)   地域保健事業に係る衛生統計及び保健衛生思想の普及向上に関すること。 

 

南すこやか相談所  

(1) 地域保健に係る施策の企画、調査及び研究に関すること(石山、南郷、田上及び大石地域に限る。次号

及び第3号において同じ。)。 

(2) 地域保健事業の実施に関すること。 

(3)   地域保健事業に係る衛生統計及び保健衛生思想の普及向上に関すること。 

 

瀬田すこやか相談所   

(1) 地域保健に係る施策の企画、調査及び研究に関すること(上田上、青山、瀬田、瀬田北、瀬田南及び瀬

田東地域に限る。次号及び第3号において同じ。)。 

(2) 地域保健事業の実施に関すること。 

(3)   地域保健事業に係る衛生統計及び保健衛生思想の普及向上に関すること。 
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項   目 内          容 

2 昨年度に実施された調査委

託事業等でその成果を報告

すべきと思われるもの 

 

特になし 

3 今年度の主な事業の中で報

告すべきと思われるもの 

1 保健所運営事業 

（1）保健所運営事業                     23,382 千円 

①大津市医師会立看護専修学校受変電設備（キュービクル）更新工事 

②保健所施設の維持管理 
 
2 総合保健対策事業 

（1）健康危機管理体制整備事業                2,661 千円 

①感染症対策備蓄品の更新 

②災害対策備品、備蓄医薬品の維持管理 

③救護活動等用資材の備蓄 

④健康危機管理に係る研修の実施及び訓練への参加 

 

（2）総合保健対策事業                      7,335千円 

①市内看護師養成学校への支援 

②地域・職域連携推進会議の運営 

③献血及び骨髄等移植の促進 
 

（3）健康おおつ 21推進事業                         203 千円 

①健康おおつ 21推進会議の開催 

②健康おおつ 21応援団事業の推進 
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3 医務薬務等指導事業  

（1）医療監視事業                             458 千円 

①医療機関（病院・有床診療所）の立入検査の実施 

②医療安全支援センターによる医療に関する苦情・相談等への対応、関係者 

への指導・助言、情報提供 

③施術所に対する監視指導 

④医療関係者免許等の申請書受付、県への経由、免許証の交付 

⑤医療機関に関する法定統計事務の諸調査の実施 
 
（2）薬事指導事業                             323千円 

①薬局、医薬品販売業、医療機器販売・貸与業に対する監視指導、医薬品の 

収去検査 

②健康食品(無承認無許可医薬品)の買上検査の実施 

③麻薬施用者免許等の申請書受付、県への経由 
 

（3）毒物劇物指導事業                        29千円 

①毒物劇物販売業者等に対する監視指導 

②警察との協力による危険物運搬車両に対する取締 
 
4 衛生統計調査事業              

（1）衛生統計調査事業                    2,049千円 

①国民生活基礎調査及び社会保障・人口問題基礎調査等の各種統計調査の実施 
 
5 すこやか相談所管理運営事業 

（1）すこやか相談所運営事業                  27,681 千円 

①市内7カ所のすこやか相談所への保健師の配置等、地域保健活動の充実 

②すこやか相談所の維持管理 
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③膳所すこやか相談所の移転整備工事に係る設計       

4  今年度においてパブリック

コメントの手続きを執るこ

とを予定している計画 

 

特になし 

5 当面する課題、懸案事項で

報告すべきと思われるもの 

特になし 

6 その他、特に報告すべきと

思われるもの 

1 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律におい

て、次の新たな制度が令和 9年 5月に施行予定であることから、大津市手数料条

例を改正する予定 

（1）薬局、店舗販売業における一般用医薬品の販売行為の一部である商品の受渡

行為について、あらかじめ登録された薬剤師等が常駐しない店舗に委託し、購

入者に商品を受け渡すことを可能とする制度 

（2）薬局の調剤業務のうち定型的な業務の一部を外部委託することを可能とする

制度 
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【地域医療政策課】 

1 課の事務概要 

  (1) 地域医療施策の企画、調整及び推進に関すること。 

  (2) 地方独立行政法人市立大津市民病院との連絡調整に関すること。 

  (3) 地方独立行政法人市立大津市民病院評価委員会に関すること。 

  (4) 救急医療に関すること。 

  (5) 在宅医療に関すること。 

 (6) 地域リハビリテーションの支援に関すること。 

(7)  公益社団法人大津市医師会、一般社団法人大津市歯科医師会及び一般社団法人大津市薬剤師会 

との連絡調整に関すること。 

(8) 地域の保健医療に係る各種団体等に対する補助に関すること。 

  (9)  課の一般庶務に関すること。 

 

項   目 内          容 

2 昨年度に実施された調査委

託事業等でその成果を報告

すべきと思われるもの 

 

在宅医療に関する市民意識調査 

3 今年度の主な事業の中で報

告すべきと思われるもの 

1 地域医療確保支援事業 

（1）地域医療推進事業                       31,861 千円 

①訪問診療及び訪問看護の体制強化 

②相談支援拠点の機能強化（拠点型訪問看護ステーション） 

③三師会公衆衛生活動事業への支援 
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（2）医療確保対策事業                      114,361千円 

①夜間及び休日、地域に必要な医療体制（後方医療、小児救急医療、公的病院

等運営、私的二次救急医療）の確保等を図るための財政支援 

②地方独立行政法人市立大津市民病院評価委員会の運営（令和 7年度業務実績

評価など） 

 

2 地方独立行政法人市立大津市民病院運営支援等事業 

（1）市立大津市民病院運営費負担金          1,818,141千円 

①地方独立行政法人法第 85 条第 1項に規定する設立団体が負担すべき経費（法

人の事業の経営をもって充てることが適当でない経費など）について、総務省

からの通知に基づく運営費負担金等を支出し、地域医療の確保を図る。 

 

（2）病院事業債管理特別会計の管理            2,215,621 千円 

①移行前地方債（病院事業債）の債務の償還(支出） 

②地方独立行政法人市立大津市民病院（以下「法人」という。）への長期貸付（支

出）及びこれに充てる貸付事業債の借入（収入） 

③移行前地方債及び貸付事業債の債務に充てるべき法人からの収入 

 

4  今年度においてパブリック

コメントの手続きを執るこ

とを予定している計画 

 

特になし 

5 当面する課題、懸案事項で

報告すべきと思われるもの 

特になし 



 

69 
 

6 その他、特に報告すべきと

思われるもの 

1  地方独立行政法人市立大津市民病院評価委員会の開催について 

法人の令和 7 年度の業務実績に関する評価等を行うため、評価委員会を開催（2

回予定）する。  

 

2 法人への土地の現物出資及び定款変更について 

法人の土地の一部については、企業債を財源として取得しており、その償還が完

了するまでの間、当該土地は市が保有し、法人に無償で貸し付けしてきた。令和 8

年 3月に当該企業債の償還が完了したことから、令和 6年度に寄附を受けた土地等

と併せて法人に現物出資すること及び法人の定款変更について地方独立行政法人

法の規定に基づき議会の議決を求める。 
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【衛生課】 

1 課の事務概要 

 生活衛生係  

  (1) 興行場、旅館、公衆浴場、理容所、美容所、クリーニング所及び遊泳用プールの衛生に関すること。 

  (2) 温泉の利用の許可に関すること。 

  (3) 建築物における衛生的環境の確保に関すること。 

  (4) 専用水道、簡易専用水道及び飲用井戸等の衛生に関すること。 
  (5) 生活衛生に係る啓発に関すること。 

  (6) 生活衛生等管理システムに関すること。 

  (7) 一般公衆浴場運営補助金に関すること。 

  (8) 衛生害虫の相談に関すること。 

  (9) 有害物質を含有する家庭用品の規制に関すること。 

   (10) 狂犬病予防注射済票の交付に関すること。 

   (11) 課の一般庶務に関すること。 

 

 試験検査係 

  (1) 国等の試験研究機関との調整に関すること。 

(2) 食品等の試験検査に関すること。 

  (3) 感染症に係る試験検査に関すること。 

  (4) 水質汚濁等環境に係る試験検査に関すること。 

  

食の安全推進係  

(1) 食の安全・安心に係る企画及び調整に関すること。 

(2)  食育推進の総括に関すること。 
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  (3) 食の安全・安心に係る啓発に関すること。 

  (4)  特定給食施設の届出及び監視指導に関すること。 

  (5) 食品の表示（健康の増進を図るためのものに限る。）に関すること。 

  (6) 専門的栄養指導に関すること。 

 

食品指導係  

  (1) 食品衛生関係施設の営業許可等及び監視指導に関すること。 

  (2) 食品の表示（健康の保護を図るためのものに限る。）に関すること。 

  (3) 食中毒及び不良食品の調査指導に関すること。 

  (4) 食鳥処理の事業及びふぐの取扱いの規制に関すること。 

  (5) と畜場及び化製場等（動物の飼養又は収容のための施設を除く。）に関すること。 

  (6) 牛海綿状脳症対策特別措置法（平成 14年法律第 70号）に関すること。 

  (7) 食品等事業者の自主的な衛生管理の推進に関すること。 

  (8) 食品衛生関係功労者等の表彰に関すること。 

 

 

項   目 内          容 

2 昨年度に実施された調査委

託事業等でその成果を報告

すべきと思われるもの 

特になし 

 

3 今年度の主な事業の中で報

告すべきと思われるもの 

1 生活衛生事業 

（1）生活衛生監視指導事業                   527 千円 

①生活衛生関係営業施設の許可及び届出事務並びに施設等の計画的な監視指導 

の実施 

②令和８年度全国高等学校総合体育大会の開催に伴う宿泊施設等に対する監視

指導の実施 
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（2）衛生総務事業                   9,026 千円 

①生活衛生関係営業施設等の許認可及び監視指導等の情報を一元管理するシス

テムの運用・保守業務の実施 

 

2 公衆浴場運営補助事業                           5,100千円 

（1）一般公衆浴場の経営安定化や衛生環境整備の推進による利用促進を図るため、

事業者に対する補助金の交付 

 

3 試験検査事業 

（1）検査施設管理運営事業                            41,552千円 

①行政検査業務に必要な機器類等の管理運営 

 

（2）衛生検査事業                                12,478千円 

①食品の検査及び食中毒や感染症等の原因究明、拡大防止のための検査の実施 

 

（3）環境検査事業                                 1,350千円 

①環境部からの依頼による排水等の検査及び公共用水域等の水質検査等の実施 

 

4 食環境整備事業                     2,179 千円 

（1）健康おおつ 21（第 3 次計画）・第 4 次大津市食育推進計画（令和 6 年～令和

17年）に基づく食育啓発活動の推進 

 

（2）特定給食施設及び多数給食施設に対する計画的な栄養指導の実施 

 

（3）国民健康・栄養調査（国の委託事業）の実施 
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5 食品衛生事業 

（1）食品衛生監視指導事業                             1,994千円 

①食品衛生関係施設の許可及び届出事務並びに施設等の計画的な監視指導の 

実施 

②令和 8 年度全国高等学校総合体育大会の開催に伴う宿泊施設の調理施設及び

各競技会場の食品提供施設等に対する監視指導の実施 

 

（2）食品衛生自主管理推進事業                          1,333千円 

①食品の衛生管理システムの国際標準であるＨＡＣＣＰ（ハサップ）（危害分析・

重要管理点方式）の制度化に対応するため、食品事業者に対する導入指導及

び実施状況の確認 

②食品関係事業者を対象とした講習会等の開催、相談指導及び食品衛生推進員

による巡回指導の実施 

③大津市ＨＡＣＣＰ適合証明取得支援事業（相談対応、セミナー等）の実施 

 

6 衛生啓発推進事業 

（1）生活衛生啓発事業                                150 千円 

①生活衛生関係事業者を対象とした講習会等の開催や自主衛生管理の向上に向

けた啓発事業の実施 

 

（2）食品衛生啓発事業                               953千円 

①食の安全性についてのリスクコミュニケーションの充実を図ることを目的と

した食品安全・安心講座の実施 

②市民・事業者向けの食中毒予防啓発活動の実施及び講習会等の開催 
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4  今年度においてパブリック

コメントの手続きを執るこ

とを予定している計画 

 

特になし 

5 当面する課題、懸案事項で

報告すべきと思われるもの 

特になし 

6 その他、特に報告すべきと

思われるもの 

 

特になし 
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【動物愛護センター】 

1 課の事務概要 

  (1) 動物の愛護及び管理に関すること。 

  (2) 第一種動物取扱業の登録に関すること。 

  (3) 特定動物の飼養許可に関すること。 

  (4) 動物の飼養又は収容のための施設に関すること。 

(5) 狂犬病の予防に関すること。 

  (6) 飼い犬の登録に関すること。  

  (7) 滋賀県動物保護管理センターとの連絡調整に関すること。 

  (8) 防疫に係る消毒に関すること。 

(9) 公印の保管に関すること。 

(10) 動物愛護センターの庶務に関すること。 

 

 

項   目 内          容 

2 昨年度に実施された調査委

託事業等でその成果を報告

すべきと思われるもの 

 

特になし 
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3 今年度の主な事業の中で報

告すべきと思われるもの 

1 動物愛護管理事業 

（1）動物愛護管理事業                  3,043 千円 

①許可及び届出事務並びに監視指導業務、動物愛護や適正飼育の啓発、犬・猫 

の引取、保護等に関する業務 

②動物愛護啓発 

③犬猫多頭飼育対策事業補助金 

④ミルクボランティア 
 

（2）地域猫活動支援事業                 382 千円 

①「地域猫活動」の普及啓発や不妊手術等 
 
（3）動物愛護センター管理運営事業           2,774 千円 

①施設の維持管理 
 
（4）動物愛護センター施設改修事業           26,554 千円 

①屋根及び外壁改修工事 
 

2 狂犬病予防事業                   7,733千円 

（1）狂犬病予防注射及び飼犬登録事務 
 

3 防疫衛生事業                      45千円 

（1）感染症及び災害発生時の防疫業務 
 

4 今年度においてパブリック

コメントの手続きを執るこ

とを予定している計画 

特になし 
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5 当面する課題、懸案事項で

報告すべきと思われるもの 

1  致死処分ゼロを目指した、犬猫の引取数の減少、返還譲渡率の向上 

6 その他、特に報告すべきと

思われるもの 

1  犬猫の引取等の状況について 

【犬】                           （単位：件） 
 引取 返還 譲渡 致死処分 苦情・相談 

令和 3年度 26 19 6 3 60 

令和 4年度 27 23 5 1 67 

令和 5年度 23 18 1 3 73 

令和 6年度 10 8 3 0 82 

令和 7年度 8 5 2 1 90 

 

【猫】                           （単位：件） 

 引取 返還 譲渡 致死処分 苦情・相談 

令和 3年度 46 0 21 24 41 

令和 4年度 19 0 7 13 33 

令和 5年度 26 1 16 9 54 

令和 6年度 17 1 3 14 51 

令和 7年度 9 0 6 3 52 
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【保健予防課】 

1 課の事務概要 

管理係 

(1) 指定難病の患者に対する特定医療費の支給に関すること。 

(2) Ｂ型肝炎及びＣ型肝炎に係る医療費の公費負担に関すること。 

(3) 原子爆弾被爆者の援護に関すること。 

(4) アスベスト被害の救済に関すること。 

(5) 課の一般庶務に関すること。 

 

感染症対策係 

  (1) 感染症の発生時対応に関すること。 

  (2) 感染症対策に関すること。 

  (3) 特定感染症対策に関すること。 

  (4) 感染症発生動向調査に関すること。 

(5) 結核の予防対策及び発生時対応に関すること。 

  

予防接種係 

(1) 予防接種に関すること。 

    

精神・難病支援係 

  (1) 精神保健福祉活動に関すること。 

(2) 自殺対策に関すること。 

(3) 難病支援に関すること。 

(4) 精神医療に関すること。 
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  項   目 内          容 

2 昨年度に実施された調査委

託事業等でその成果を報告す

べきと思われるもの 

特になし 

3 今年度の主な事業の中で報

告すべきと思われるもの 

1 感染症予防対策事業 

（1）感染症予防事業                                   7,729千円 

①大津市感染症予防計画に基づいた検査・移送・人員体制の整備と訓練の実施 

②感染症発生動向調査（患者定点・病原体定点）の実施 

・感染症発生届出状況 

3類感染症               8件（令和 7年 1月～12月） 

     4類感染症               5件（令和 7年 1月～12月） 

・集団発生件数（令和 7 年度） 

感染性胃腸炎            24件 

インフルエンザ            3件 

新型コロナウイルス感染症 28件 

③患者の療養支援や疫学調査、接触者健診、保健指導の実施 

④施設や教育等担当者を対象とした感染症対策研修会の開催 

 

（2）特定感染症予防対策事業                            4,404 千円 

①性感染症、エイズ、ウイルス性肝炎(Ｂ型・Ｃ型)、ヒトＴ細胞白血病ウイル

ス 1型に関する相談及び検査の実施 

②先天性風しん症候群予防に係る風しん抗体検査事業の実施 

 

（3）結核予防対策事業                                8,091千円 

患者に対する服薬及び療養支援や接触者に対する健診を実施 
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令和 7年新登録患者数        21人(令和 7年 1月～12月) 

総結核登録者数            68人(令和 7年 12月末現在) 

 

（4）感染症医療療養事業                                6,598千円 

感染症法第 37条及び第 37 条の 2の規定に基づく医療費を負担することによる

患者の適切な治療の支援  

令和 7年度実績  

法第 37条（入院）医療費      結核医療   11件 

法第 37条の 2（通院）医療費   結核医療   46件 

 

2 予防接種事業                                

（1）定期予防接種（ワクチン代、委託料）            1,192,503千円 

①ＲＳウイルス（4月開始）、インフルエンザ高用量ワクチン（10月開始） 

②二種混合、ポリオ、ＢＣＧ、麻しん風しん、日本脳炎、五種混合、ヒブ、 

水痘、小児用肺炎球菌、子宮頸がん予防、ロタ、Ｂ型肝炎、 

高齢者肺炎球菌、インフルエンザ、新型コロナウイルス、帯状疱疹 

 

（2）風しん任意予防接種に係る費用助成              917千円 

先天性風しん症候群予防に係る風しん予防接種費用の助成を実施。（風しん抗体

価が低い方に対し、任意接種費用の半額を助成 上限 5,000円） 

令和 7年度助成実績   238 人   

   

（3）造血幹細胞移植後のワクチン再接種費用助成          1,451千円 

造血幹細胞移植により、定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断さ

れ、任意でワクチンを再接種した方に費用の助成を行う。 

令和 7年度助成実績    5人        
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（4）予防接種後健康被害負担金                  48,562千円  

予防接種の副反応による健康被害が生じ、予防接種による健康被害の可能性が否

定できないと厚生労働大臣が認定したときは、給付を行う。 

令和 7年度申請受付   2人（新型コロナウイルス） 

         給付対象者    8人（新型コロナウイルス） 

 

3 難病支援対策事業 

（1）難病患者地域支援対策推進事業                           428 千円 

難病患者に対する適切な在宅療養支援が行われるよう、訪問相談事業、研修事

業、災害対策支援の実施 

 

（2）特定医療費（指定難病）支給認定事業                     30千円 

厚生労働省が指定する難病の治療に要した特定医療費の支給認定申請の受付事

務を県より受託して実施 

 

4 精神保健福祉事業                                        5,361 千円 

（1）精神保健相談事業 

① 一般精神、思春期・ひきこもり、依存症、高齢者相談について、専門医師、 

心理職及び保健師により、医療や在宅療養に関する相談・支援の実施 

② 精神障害者の退院後支援体制の整備 

③ 精神障害者や精神保健に関する課題を抱える方への早期介入・支援事業の実

施  

④ 精神科救急医療相談 

 

（2）家族支援 

家族教室・交流会、家族会支援の実施 
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（3）自殺対策強化事業 

自殺対策連絡協議会の開催、自殺予防に向けた市民啓発と相談機関職員等への 

相談対応研修、大津市「いのちをつなぐ相談員」派遣事業の実施 

 

5 健康被害対策事業                                         12千円 

（1）被爆者対策事業 

医療費の給付、各種手当の申請窓口事務、健康診断の実施（検診費用負担を除

く）。 

また、原子爆弾被爆者二世に対する検診の案内、訪問介護費用の公費負担申請

窓口事務を県より受託して実施 

 

（2）アスベスト対策事業 

救済給付の受付事務を独立行政法人環境再生保全機構から受託して実施 

 

4  今年度においてパブリック

コメントの手続きを執ること

を予定している計画 

1 第 2期大津市自殺対策計画 

（パブリックコメント実施予定時期：令和 8年 12月頃） 

 

5 当面する課題、懸案事項で報

告すべきと思われるもの 

特になし 
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6 その他、特に報告すべきと思

われるもの 

1 令和 8年度から定期接種化されたワクチンについて 

(1) ＲＳウイルスワクチン 

対象者：妊娠 28週 0日から 36週 6日までの妊婦の方 

(2) 高齢者肺炎球菌ワクチン（PPSV23 から PCV20へ変更） 

 対象者：65歳の方 

(3) インフルエンザ高用量ワクチン（10月から） 

 対象者：75歳以上の方（標準量も選択可能） 
 
2 麻しん風しんワクチンの経過措置について 

ワクチンの流通不足等による経過措置 

対象者：令和 6年度に第 1期、第 2期、第 5期（昭和 37 年 4月 2日から昭和    

54年 4月 1日生まれの男性で、令和 7年 3月 31日までに抗体検査を

実施した結果、抗体が不十分な方に限る）に該当する方で、ワクチン

の流通不足等が理由で麻しん風しんワクチンを接種できなかった方 

期間：令和 7年 4月 1日から令和 9年 3月 31日まで 
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【健康推進課】 

1 課の事務概要 
管理係 
(1) 健康増進に係る保健施策の調整に関すること。 
(2) 総合保健システムに関すること。  

  (3) 課の一般庶務に関すること。 
 

健康支援係 
(1) 健康増進(がん検診に関するものを除く。)に係る保健施策の企画、調査及び研究に関すること。 
(2) 健康増進思想の普及及び啓発に関すること。 
(3) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく特定健康診査及び特定保健指導に関

すること。 
(4) 国民健康保険の保健事業に関すること。 
(5) 生活習慣病等の疾病対策に関すること。 
(6) 健康教育及び健康相談(乳幼児に関するものを除く。)に関すること。 
(7) 各種の健康診査及び検診(乳幼児健康診査及び乳幼児歯科健診並びにがん検診を除く。)に関すること。 

  (8) 健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく受動喫煙の防止対策の推進に関すること。 
(9) 歯科保健(乳幼児に関するものを除く。)に関すること。 

  (10) 食育の推進及び普及に関すること。 
  (11) 健康推進関係団体への支援に関すること。  
 
がん対策推進係 

(1) 健康増進(がん検診に関するものに限る。)に係る保健施策の企画、調査及び研究に関すること。 
(2） がん対策の普及及び啓発に関すること。         
(3)  がん検診に関すること。 
(4) 肝炎ウイルス検診に関すること。 
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項   目 内          容 

2 昨年度に実施された調査委

託事業等でその成果を報告す

べきと思われるもの 

特になし 

3 今年度の主な事業の中で報

告すべきと思われるもの 

1 総合保健センター管理運営                  40,048千円 

  市民の健康の保持及び増進並びに疾病の予防を図るための拠点である総合保健セ

ンターの施設の維持管理 

  

2 健康フェスティバルの開催                   300千円 

  市民一人一人が健康を振り返り、あるいは体験を通して健康づくりを見直すきっ

かけとなることを目的として開催 

 

3 健康増進事業 

（1）健康診査、健康教育、健康相談等保健事業の実施 

①健康教育相談事業                         222千円  

  健康増進法等に基づく、健康教育、健康相談、訪問指導等の実施 

②健康推進事業                               1,568千円 

  健康推進員養成講座や健康推進員研修の実施 

③基本健康診査事業                              2,967千円 

医療保険に加入していない生活保護受給者等を対象に、生活習慣病の早期   

 発見・早期治療を目的とした健康診査を実施 

④歯科保健推進事業                            7,989千円 

  当該年度内において25歳、30歳、35歳、40歳、45歳及び妊婦を対象とした 

 歯周病検診の実施（25歳及び妊婦については無料） 
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⑤ 肝炎ウイルス検診事業                          10,497千円 

  当該年度内において40歳以上で過去に肝炎ウイルス検診を受診していない 

市民を対象とした検診の実施 

⑥後期高齢者健康診査事業                         142,737千円 

    滋賀県後期高齢者医療広域連合から委託を受けて、後期高齢者医療制度加   

  入者を対象とした健康診査を実施（令和6年度から健康診査の対象者を拡大） 

⑦受動喫煙防止対策事業                            527千円 

    改正健康増進法による受動喫煙防止の趣旨が理解されるよう市民及び事業所 

  に対して周知啓発を行う。また、義務違反行為等の通報があった事業者に対し

て講ずべき措置等の指導を実施 

 

（2）大津市がん対策推進条例に基づいたがん対策の推進 

①がん対策推進委員会及び働く世代のがん対策推進会議の開催   139千円 

②TACキャンペーン及び市民フォーラムの開催（「大津市がんについて考える日」

関連事業）                          751千円 

③アピアランスケア支援事業（医療用ウィッグ、乳房補整具等費用助成）の実

施                                1,634千円 

 

4 がん検診推進事業                

（1）健康増進法に基づく対策型検診（胃がん、大腸がん、子宮頸がん、乳がん、    

肺がん結核）の実施                     300,080千円 

 

（2）胃がんリスク検診の実施                   850千円 

 

（3）がん検診受診率向上を目的とした無料クーポン券や受診案内等による個別勧    

奨を実施                           18,905千円 
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5 国民健康保険保健事業【国民健康保険事業特別会計】 

（1）特定健康診査・特定保健指導                 216,252千円 

    40～74歳を対象とした特定健康診査及び特定保健指導の実施 

 

（2）保健事業                         76,072千円 

  ①糖尿病性腎症等の生活習慣病重症化による合併症の発症抑制などを目的と 

   した保健指導等を実施 

  ②特定健康診査受診率向上を目的としたハガキやＳＭＳ等による受診勧奨 

  ③健康推進アプリポイント事業（ＢＩＷＡ－ＴＥＫＵ）の事務局運営 

（令和 8年度のみ） 

 

4  今年度においてパブリック

コメントの手続きを執ること

を予定している計画 

特になし 

5 当面する課題、懸案事項で

報告すべきと思われるもの 

特になし 

6 その他、特に報告すべきと

思われるもの 

1 5がんセット検診の実施回数増 

「大津市がんについて考える日」に合わせて実施していた胃がん、大腸がん、子

宮がん、乳がん、肺がん結核検診のセット検診を年間 3回実施する（年間 1回から

年間 3回）。 
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